
鎌
倉
幕
府
守
護
管
国
統
治
機
構
に
つ
い
て
（
中
）

伊

藤

邦

彦

（
要
旨
）

致
は
刑
部
藤
内
（
原
田
藤
内
左
衛
門
）
に
報
じ
た
。
「
難
レ

叶
二

私
成
敗
一

」
し
と
す
る
「
守

鎌
倉
幕
府
守
護
の
管
国
統
治
機
構
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制

護
所
代
書
状
」
に
基
づ
い
て
、
正
員
「
す
る
か
の
か
う
の
殿
」
＝
北
条
重
時(

)

の
判
決

1

度
の
研
究
―
諸
国
守
護
沿
革
考
証
編
―
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
初
版
一
九

が
下
さ
れ
た
も
の
で
（
以
上
、
『
鎌
倉
遺
文
』
六
巻
三
九
〇
四
号
、
「
市
河
文
書
」
〔
寛
喜

四
八
年
。
引
用
は
、
一
九
九
八
年
第
四
刷
に
拠
る
。

以
下
、
『
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研

元
年
〕
十
一
月
二
十
八
日
兼
致
書
状
。
三
九
〇
八
号
、
寛
喜
元
年
十
二
月
十
三
日
北
条
重

究
』
と
略
記
）
を
は
じ
め
、
個
々
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
専
論
と

時
御
教
書
）
、
守
護
法
廷
は
鎌
倉
に
あ
っ
て
、
刑
部
藤
内
（
原
田
藤
内
左
衛
門
）
は
鎌
倉

し
て
全
体
を
包
括
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
前
号
で
は
管
国
統
治
機
構
を

に
在
住
す
る
幕
府
職
制
上
の
守
護
代
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
守
護
所
政
所
」
の
事
実
上
の

構
成
す
る
正
員
・
守
護
代
以
下
の
職
員
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
が
、
本
号
で
は
「
守
護
所
」

主
宰
者
は
、
在
国
又
代
と
考
え
ら
れ
る
「
守
護
所
代
」
左
衛
門
少
尉
兼
致
で
あ
り
、
そ
の

に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
語
義
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

指
揮
の
下
で
事
実
審
理
（
問
注
）
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
別
稿
「
鎌
倉
幕

府
守
護
の
職
務
（
権
限
）
に
つ
い
て
」
〔
未
発
表
〕
）
。

ま
た
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
の
永
平
寺
制
規
に
よ
る
と
、「
住
侶
」
が
地
頭
や
「
守

第
二
節

守
護
所

護
所
政
所
」
に
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
停
止
し
て
お
り
（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
巻
七
一
二

七
号
、
永
厳
寺
文
書
）
、
越
前
国
「
守
護
所
政
所
」
（
正
員
は
後
藤
氏
カ
）
に
お
い
て
も

（
一
）
「
守
護
所
」
の
語
義

裁
判
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
前
掲
・
別
稿
）
。
同
様
の
こ
と
は
、
建
治
三
年

（
一
二
七
七
）
の
若
狭
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
、
「
御
代
官
政
所
」
に
お
い
て
守

「
守
護
所
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
秋
山
哲
雄
は
、
研
究
上
の
用
語
と
史
料
用
語
の
二
種

護
領
の
網
地
領
有
を
め
ぐ
る
裁
許
が
な
さ
れ
て
い
た
。
「
秦
文
書
」
嘉
元
二
年
（
一
三
〇

に
分
け
、
前
者
は
「
任
国
に
お
け
る
役
所
」
・
「
守
護
館
の
所
在
地
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、

四
）
卯
月
日
「
若
狭
国
守
護
御
領
多
烏
浦
刀
禰
百
姓
等
」
陳
状
写
・
副
進
文
書
目
録
に
（
『
鎌

後
者
を
「
Ａ
：
守
護
の
主
宰
す
る
機
構
、
Ｂ
：
守
護
（
あ
る
い
は
守
護
代
・
又
代
）
の
職

倉
遺
文
』
二
八
巻
二
一
八
一
三
号
）
、
「
一
通

渋
谷
殿
御
代
官
政
所
殿
御
下
知
案
〈
建

、
、
、
、
、
、

を
表
し
、
し
ば
し
ば
そ
の
職
を
持
つ
人
格
そ
の
も
の
を
示
す
、
Ｃ
：
Ａ
が
置
か
れ
る
具
体

治
参
年
四
月
九
日
由
留
木
・
須
那
浦
網
地
事
〉
」
と
あ
り
、
『
若
狭
国
守
護
職
次
第
』
に

的
な
建
物
を
示
す
、
の
三
通
り
に
便
宜
上
分
け
ら
れ
る
」
と
す
る
（
「
『
守
護
所
』
に
み
る

は
「
自
二

文
永
八
年
一

（
一
二
七
一
）
、
御
代
官
渋
谷
小
馬
十
郎
恒
重
」
と
見
え
る
か
ら
（
上
、

、
、
、

鎌
倉
幕
府
の
守
護
」
『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
八
、
二
〇
〇
一
年
、
三
四
―
三
六
頁
〔
の
ち
、
『

二
頁
、
及
び
注

。
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
、
幕

12

北
条
氏
権
力
と
都
市
鎌
倉
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
所
収
。
二
九
六
―
二
九
七

府
職
制
上
の
守
護
代
は
渋
谷
経(

恒)

重
で
（
正
員
は
北
条
時
宗
）
、
こ
こ
で
言
う
渋
谷
殿

頁
）
。

の
「
御
代
官
政
所
殿
」
と
は
在
国
又
代
を
指
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
得
宗
が
守
護
正
員
を

以
下
、
史
料
上
の
「
守
護
所
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
別
途
考
察
を
必
要
と
す
る
宰
府
守

務
め
る
若
狭
に
お
い
て
も
、
守
護
所
「
政
所
」
の
事
実
上
の
主
宰
者
は
在
国
又
代
で
あ
っ

護
所
（
後
述
）
を
除
い
て
、
私
な
り
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
分

た
こ
と
が
分
か
る
（
前
掲
・
別
稿
）
。
そ
し
て
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
正
月
四
日
付

類
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。

で
異
国
降
伏
祈
祷
を
命
じ
る
北
条
時
宗
家
公
文
所
施
行
状
案
を
、
同
六
日
付
で
「
若
狭
国

守
護
政
所
」
充
て
に
施
行
し
た
「
平
」
と
は
、
「
若
狭
国
守
護
御
代
官
」
渋
谷
経(

恒)

重

、
、
、
、

〔
Ａ
・
１
〕
管
国
統
治
機
構
を
表
す
場
合

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
拙
稿
「
鎌
倉
幕
府
『
異
国
降
伏
』
祈
祷
と
一
宮
―
守
護
制
度
と
の
関

も
一
般
的
な
用
例
で
あ
り
、
そ
の
機
構
は
し
ば
し
ば
「
守
護
所
政
所
」
と
呼
ば
れ
た
。

係
を
中
心
に
―
」（
一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
下
・
総
合
研
究
編
、

寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
信
濃
国
「
守
護
所
政
所
」
に
お
い
て
、
国
御
家
人
間
の
鷹
狩
に

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
二
六
五
頁
・
二
八
〇
頁
註
一
三
）
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

伴
う
山
境
相
論
に
関
す
る
問
注
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
を
「
守
護
所
代
」
左
衛
門
少
尉
兼

る
。
経(

恒)

重
発
布
の
施
行
状
の
日
付
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
渋
谷
氏
は
得
宗
の
有
力



被
官
と
し
て
鎌
倉
に
在
住
し
て
お
り
、
先
に
見
た
北
条
重
時
の
信
濃
の
事
例
と
同
様
、
守

佐
藤
進
一
は
、
鎮
西
「
武
藤
氏
の
主
宰
す
る
大
宰
府
は
同
時
に
三
前
一
島
（
筑
前
・
豊

護
正
員
が
得
宗
な
ど
幕
府
の
要
人
で
あ
っ
た
場
合
、
幕
府
職
制
上
の
守
護
代
は
そ
の
側
近

前
・
肥
前
・
対
馬
―
引
用
者
注
）
の
守
護
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
同

に
あ
っ
て
鎌
倉
か
、
正
員
が
六
波
羅
本
務
の
場
合
は
京
都
に
在
住
し
て
お
り
、
「
守
護
所

守
護
所
は
一
般
に
『
宰
府
守
護
所
』
と
称
せ
ら
れ
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
（
『
鎌

政
所
」
の
事
実
上
の
主
宰
者
は
在
国
又
代
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
、
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
。
目
黒
書
店
、
一
九
四
六
年
。

ま
た
、
管
国
統
治
機
構
と
し
て
の
守
護
所
＝
「
守
護
所
政
所
」
を
警
固
す
る
番
役
（
宿

以
下
、
引
用
は
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
に
よ
る
。
一
六
七
頁
）(

)

、
鎌
倉
末
期

4

直
役
）
が
、
国
御
家
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
の
で
き
る
若
干
の
事
例
が

の
肥
前
国
国
分
寺
地
頭
と
そ
の
庶
子
家
と
の
「
異
賊
警
固
番
役
以
下
事
」
に
関
す
る
相
論

知
ら
れ
る
。
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
の
頃
、
千
葉
頼
胤
が
「
す
こ
」
を
務
め
る
伊
賀
国

に
お
い
て
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
巻
二
四
七
〇
六
号
、
「
実
相
院
文
書
」
正
和
元
年
十
一

に
お
い
て
、
当
国
御
家
人
が
「
御
館
大
番
」
あ
る
い
は
「
御
う
ち
の
御
と
の
ゐ
」
を
勤
仕

月
二
十
二
日
鎮
西
下
知
状
）
、
惣
領
側
が
提
出
し
た
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
祖
父
の
置

し
て
い
た
（
『
千
葉
県
の
歴
史
』
資
料
編
中
世
２
、
「
中
山
法
華
経
寺
文
書
Ⅰ
『
双
紙
要
文
』

文
に
よ
る
と
、
「
大
番
役
」
と
並
ん
で
肥
前
国
御
家
人
は
「
宰
府
守
護
」
役
を
勤
仕
し
て

紙
背
文
書
」
一
号
、
〔
年
月
日
欠
〕
中
原
能
兼
申
状
。
同
、
二
七
号
、
〔
年
月
日
欠
〕
ほ
う

い
た
こ
と
が
分
か
る(

)

。
ま
た
、
惣
領
の
主
張
に
見
え
る
「
徳
治
元
（
一
三
〇
六
）
・

5

れ
ん
書
状
）(

)

。

応
長
元
（
一
三
一
一
）
両
年
当
国
番
役
」
と
あ
る
の
は
、
武
藤
氏
の
分
国
の
う
ち
豊
前
と

2

ま
た
、
「
文
永(

)

八
月
廿
日
」
、
広
峯
兵
衛
尉
代
長
祐
は
南
条
左
衛
門
尉
に
充
て
て

肥
前
の
守
護
が
北
条
氏
に
交
替
し(

)

、
特
に
肥
前
守
護
が
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）

ﾏ
ﾏ

6

次
の
よ
う
な
注
進
状
を
認
め
て
い
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
巻
一
一
八
九
〇
号
、
広
嶺
胤

鎮
西
探
題
に
就
任
し
た
金
沢
実
政
の
兼
任
と
な
っ
て
以
降
（
『
帝
王
編
年
記
』
二
七
・
伏

忠
氏
所
蔵
文
書
）
。

見
〔
新
訂
増
補
国
史
大
系
〕
。
佐
藤
『
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
、
肥
前
項
・
二
二

播
磨
国
御
家
人
広
峯
兵
衛
尉
（
家
長
）
代
〈
子
息
、
治
部
大
夫
（
長
祐
）
〉(

)

自
二

七
頁
）
、
「
宰
府
守
護
」
役
が
博
多
所
在
の
鎮
西
探
題(

)

警
固
に
移
行
し
た
も
の
で
あ

3

7

七
月
九
日
一

至
二

八
月
十
九
日
一

、
御
宿
直
令
二

勤
仕
一

畢
、
以
二

此
旨
一

、
可
レ

有
二

御
披
露
一

ろ
う
。
嘉
元
四
年
（
徳
治
元
・
一
三
〇
六
）
肥
前
国
御
家
人
武
雄
大
宮
司
入
道
は
、
「
博

、
、
、

候
、
恐
惶
謹
言

多
在
津
番
役
」
を
「
一
ヶ
年
内
、
二
百
六
十
日
」
勤
仕
し
た
が
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
巻

「
御
宿
直
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
文
永
合
戦
直
後
の
動
員
で
あ
れ
ば
、
翌
文
永
十
二
年

二
二
九
〇
〇
号
、
「
武
雄
神
社
文
書
」
徳
治
二
年
三
月
二
十
三
日
守
護
代
平
岡
為
政
覆
勘

は
四
月
二
十
五
日
に
建
治
と
改
元
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。

状
案
）
、
勤
仕
期
間
が
重
複
す
る
国
分
寺
地
頭
の
「
当
国
番
役
」
と
の
関
係
は
必
ず
し
も

充
所
の
南
条
左
衛
門
尉
が
、
仮
に
「
相
模
式
部
大
夫
（
北
条
時
輔
）
御
後
見
南
条
新
左
衛

明
ら
か
で
な
い(

)

。

8

門
尉
頼
員
」
と
同
一
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
（
同
、
一
一
九
八
八
号
、
「
高
野
山
文
書
」

鎮
西
談
議
所
や
探
題
成
立
後
の
「
宰
府
守
護
」
自
体
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

宝
簡
集
三
三
、
建
治
元
年
八
月
七
日
唯
浄
注
進
状
案
）
、
時
輔
が
六
波
羅
で
誅
殺
さ
れ
る

あ
ろ
う
か
。
武
藤
氏
が
豊
前
と
肥
前
と
を
失
っ
て
後
の
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
の
こ
と

の
は
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
（
『
鎌
倉
年
代
記
』
）
、

で
あ
る
が
、
筑
前
国
御
家
人
中
村
弥
二
郎(

)

に
充
て
、
守
護
武
藤
家
の
雑
掌
と
推
測
さ

9

文
永
八
年
以
前
、
京
都
大
番
播
磨
国
役
に
伴
う
何
ら
か
の
軍
役
で
あ
っ
た
と
す
る
想
定
も

れ
る
「
有
範
」
が
閏
七
月
一
日
付
の
覆
勘
状
を
発
給
し
て
お
り
（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
巻

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
永
年
間
に
播
磨
国
役
が
検
出
で
き
な
い
こ
と
（
「
鎌
倉
幕

二
〇
五
〇
七
号
、
広
瀬
家
文
書
）
、
そ
れ
に
大
宰
府
「
安
楽
寺
宿
直
」
を
十
日
間
勤
め
た

府
京
都
大
番
役
覚
書
」
附
表
、『
都
立
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
四
〇
号
／
四
一
号
、

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
宰
府
守
護
」
筑
前
国
役
と
考
え
ら
れ
、
「
宰
府
守
護
」
役
は
武
藤

二
〇
〇
五
年
／
〇
六
年
〔
学
術
文
献
刊
行
会
『
日
本
史
学
年
次
別
論
文
集
』
中
世
１
・
二

氏
分
国
御
家
人
の
課
役
と
し
て
な
お
継
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

)

。
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〇
〇
五
年
／
〇
六
年
、
朋
友
出
版
、
二
〇
〇
八
年
／
〇
九
年
、
再
録
〕
）
、
南
条
が
得
宗
被

本
来
の
「
宰
府
守
護
」
役
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
勤
仕
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

官
に
多
く
見
ら
れ
る
名
字
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
（
奥
富
敬
之
『
鎌
倉
北
条
氏
の

問
題
の
あ
る
史
料
で
あ
る
が
、
「
大
友
文
書
」
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
八
月
二
十
五
日

基
礎
的
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
、
二
〇
頁
・
「
附
録(

二)

」
二
五
六
頁
）
、

「
肥
前
国
御
家
人
」
結
番
注
文
案
（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
巻
八
〇
八
号
）
を
見
よ
う
。
こ
れ

む
し
ろ
守
護
所
の
「
宿
直
」
で
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
に
確
実
に

は
、
袖
に
「
鎮
西
地
頭
御
家
人
等
結
番
事
」
と
朱
書
し
、
袖
判
に
中
原
「
親
能
」
と
の
朱

守
護
で
あ
っ
た
北
条
時
宗
（
佐
藤
『
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
、
播
磨
項
・
一
五
六
頁
）

注
を
入
れ
、
日
下
に
「
肥
前
国
押
領
使
大
監
藤
原
宗
家
」
と
の
署
名
が
あ
り
、
そ
の
朱
注

の
補
任
を
文
永
末
年
ま
で
遡
ら
せ
る
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
文
永
年

に
「
当
国
押
領
使
高
木
太
郎
大
夫
」
と
あ
る
結
番
注
文
の
抄
写
で
、
本
文
は
、
「
注
進

間
播
磨
国
御
家
人
広
峯
氏
が
務
め
た
「
御
宿
直
」
と
は
、
守
護
所
の
「
宿
直
」
＝
警
固
番

肥
前
国
御
家
人
／
可
下

早
任
二

御
下
知
旨
一

、
勤
中

仕
守
護
所
大
番
上

事
／
九
月
一
日
始

三

、
、
、
、
、

役
で
あ
っ
た
可
能
性
が

も
高
い
も
の
と
考
え
る
。

日
番
定
」
と
し
て
、
一
番
（
五
名
）
か
ら
「
中
間
略
レ

之
」
と
し
て
二
八
番
（
同
）
に
結



ん
で
お
り
、
従
っ
て
当
時
の
肥
前
国
御
家
人
は
一
四
〇
名
余
と
い
う
こ
と
に
な
る(

)

。

月
、
陣
定
に
当
時
の
大
宰
権
帥
に
よ
っ
て
「
不
レ

論
二

管
内
諸
国
并
神
社
・
仏
寺
・
権
門
勢

11

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
九
〇
五
年
に
発
行
さ
れ
た
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
四

家
庄
薗
一

、
平
均
一
同
充
二

兵
士
一

、
次
第
結
レ

番
、
守
二

護
宰
府
一

」
す
べ
き
事
項
が
上
程
さ

（
編
者
三
浦
周
行
。
一
〇
〇
二
頁
）
に
「
本
文
、
稍
、
疑
フ
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
」
と
の
注
記

れ
、
裁
許
を
得
て
い
る
（
大
日
本
古
記
録
『
猪
熊
関
白
記
』
同
十
二
日
条
、
七
月
十
日
陣

が
あ
る
が
、
三
浦
は
「
武
家
制
度
の
発
達
」
に
お
い
て
、
親
能
を
「
鎮
西
守
護
人
」
に
任

定
文
）(
)

。
武
藤
氏
に
よ
る
宰
府
守
護
所
番
役
の
淵
源
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
な
お
九
国

12

じ
た
一
連
の
「
大
友
文
書
」
で
あ
る
建
久
六
年
五
月
日
征
夷
大
将
軍
家
政
所
下
文
案
（
『

一
同
の
平
均
役
と
し
て
そ
の
実
態
が
維
持
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
維
持
さ
れ
て
い
た
と

鎌
倉
遺
文
』
二
巻
七
九
一
号
）
を
否
定
し
た
上
で
、
「
鎮
西
守
護
所
大
番
の
当
時
に
存
せ

す
れ
ば
武
藤
氏
に
よ
る
番
役
と
の
関
係
は
ど
う
か
等
、
よ
く
分
か
ら
な
い
点
が
多
い
。

し
こ
と
は
、
更
に
疑
を
容
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
守
護
所
大
番
役
肯
定
説
を
展
開

(
)13

し
た
（
『
続
法
制
史
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
年
、
八
四
〇
―
八
四
一
頁
。
成
稿

一
九
〇
四
―
〇
五
年
）
。
石
井
進
は
、
「
親
能
の
鎮
西
奉
行
就
任
を
裏
づ
け
る
史
料
」
で
あ

〔
Ａ
・
２
〕
管
国
統
治
機
構
の
所
在
地
を
表
す
場
合

る
と
し
、
「
い
さ
さ
か
の
疑
惑
が
生
ず
る
」
と
し
て
も
、
基
本
的
に
信
頼
に
足
る
史
料
で

建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
六
月
五
日
、
当
時
豊
後
・
筑
後
両
国
の
守
護
「
前
出
羽
守
」

あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
が
（
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇

＝
大
友
頼
泰
は
、
豊
後
国
御
家
人
野
上
太
郎
資
直
に
充
て
て
次
の
よ
う
な
動
員
令
を
発
し

年
、
一
〇
四
頁
、
一
一
五
―
一
一
七
頁
注
五
八
〔
『
石
井
進
著
作
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、

た
（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
巻
一
二
〇
二
二
号
、
前
田
軍
八
氏
所
蔵
文
書
）
。

二
〇
〇
四
年
、
再
録
。
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
、
一
一
七
―
一
一
九
頁
〕
）
、
中
原
親
能
の
鎮

蒙
古
人
警
固
事
、
九
十
両
月
者
可
レ

有
二

其
疑
一

之
旨
、
自
二

西
方
守
護
人
（
武
藤
氏
カ
）

西
奉
行
就
任
否
定
説
に
立
つ
瀬
野
精
一
郎
は
、「
本
文
書
が
偽
文
書
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
」
、

之
許
一

、
被
二

告
送
一

候
也
、
為
二

用
意
一

、
今
月
中
、
先
立
可
下

令
レ

下
二

儲
于
筑
後
国
守、

袖
判
を
親
能
と
し
た
の
は
「
朱
書
で
あ
り
、
抄
写
し
て
編
輯
し
た
後
世
の
人
の
筆
に
な
る

護
所
辺
一

給
上

候
、
不
レ

漏
二

子
息
親
類
若
党
一
人
一

、
可
二

差
遣
一

候

、
、
、

も
の
」
で
、
「
建
久
六
年
の
時
点
で
守
護
所
大
番
役
が
存
在
し
た
か
否
か
」
、
ま
た
当
時
「

こ
れ
は
大
友
頼
泰
が
「
蒙
古
人
警
固
」
の
た
め
、
分
国
の
御
家
人
等
に
取
り
敢
え
ず
「
筑

御
家
人
」
の
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
多
く
の
疑
問
が
あ
る
と
し
た
（
「
中
原

後
国
守
護
所
辺
」
に
集
結
す
る
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
〔
Ａ
・
２
〕
の
事
例
と
し

親
能
と
鎮
西
と
の
関
係
」
、
注

所
引
『
鎮
西
御
家
人
の
研
究
』
、
六
九
―
七
一
頁
。
初
出

て
は
こ
の
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
守
護
所
＝
〔
Ａ
・
１
〕
統
治
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一
九
六
七
年
）
。
ま
た
、
上
横
手
雅
敬
は
三
浦
の
旧
説
に

も
近
く
、
「
親
能
の
袖
判
や
建

機
構
と
理
解
し
、
「
守
護
所
辺
」
で
所
在
地
を
表
す
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
、
両
者
の
区

久
六
年
の
日
付
な
ど
は
ま
ず
信
用
で
き
な
い
。
し
か
し
押
領
使
高
木
宗
家
が
御
家
人
統
率

別
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。

を
行
っ
た
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
、
「
武
藤
氏
が
肥
前
守

建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
夜
討
人
が
「
伊
勢
国
守
護(

所
脱
カ)

」
に
乱
入
し
た
と
あ
る

、
、

護
に
就
任
す
る
以
前
に
は
、
在
地
の
有
力
武
士
が
、
国
内
の
御
家
人
を
統
率
し
て
い
た
」

の
も
両
様
の
解
釈
が
で
き
る
（
『
吾
妻
鏡
』
同
年
十
二
月
二
十
五
日
条
）
。
ま
た
、
仁
治

と
論
じ
た
（
「
守
護
制
度
の
再
検
討
」『
日
本
中
世
国
家
史
論
考
』
、
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
、

四
年
（
一
二
四
三
）
二
月
、
高
野
山
本
寺
と
伝
法
院
と
の
争
い
に
よ
っ
て
本
寺
側
の
宿
老

四
一
一
頁
）
。

道
範
阿
闍
梨
が
讃
岐
国
へ
流
罪
と
な
っ
た
が
、
そ
の
様
子
を
記
し
た
『
南
海
流
浪
記
』
に

私
に
先
学
の
諸
説
を
論
評
す
る
能
力
は
な
い
が
、
強
い
て
言
え
ば
瀬
野
説
が

も
説
得

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
（
『
群
書
類
従
』
三
三
〇
・
紀
行
部
、
第
一
八
輯
・
四
七
〇
頁
）
。

的
で
あ
り
、
我
々
が
本
史
料
か
ら
知
り
得
る
の
は
、
あ
る
時
点
で
、
肥
前
国
御
家
人
が
九

十
三
日
、
国
府
ヲ
立
、
讃
岐
守
護
所
長
雄
二
郎
左
衛
門
（
守
護
代
長
尾
胤
景
カ
）
ノ

、
、
、

月
一
日
よ
り
始
め
て
、
二
八
番
・
三
日
の
番
役
で
あ
る
か
ら
、
「
宰
府
守
護
」
役
を
三
か

許
ニ
至
ル

月
間
勤
仕
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
藤
氏
の
分
国
は
、
三
前
一
島
と

十
四
日
、
守
護
所
之
許
ヨ
リ
、
鵜
足
津
ノ
橘
藤
左
衛
門
高
能
ト
云
御
家
人
之
許
へ
被

、
、
、
、
、

さ
れ
（
前
述
）
、
史
料
上
、
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
よ
り
（
『
鎌
倉
遺
文
』
六
巻
三
九
八

レ

預

八
号
、
益
永
文
書
）
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
ま
で
確
認
さ
れ
る
が
（
佐
藤
進
一
・
池

十
三
日
条
の
「
守
護
所
」
は
、
後
述
す
る
〔
Ｂ
・
２
〕
守
護
代
を
指
す
が
、
十
四
日
条
の

内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
、
第
二
部
追
加
法
四
〇
一
―
四
〇

場
合
は
、
①
統
治
機
構
、
②
所
在
地
、
③
守
護
代
三
通
り
が
通
用
し
、
む
し
ろ
厳
密
に
語

五
条
。
以
下
、
「
追
加
法
」
と
略
記
し
、
条
数
を
示
す
。
引
用
は
、
岩
波
書
店
刊
、
二
〇

義
を
追
求
す
る
こ
と
自
体
余
り
意
味
が
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

〇
一
年
第
一
五
刷
に
よ
る
）
、
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
に
至
る
と
こ
れ
に
壱
岐
が
加
わ

る
（
「
追
加
法
」
四
五
八
条
）
。
従
っ
て
、
分
国
全
体
と
し
て
年
間
の
「
宰
府
守
護
」
役
を

〔
Ｂ
・
１
〕
正
員
を
指
す
場
合

果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
七

右
、
道
範
阿
闍
梨
の
讃
岐
流
罪
の
件
で
あ
る
が
、
「
道
範
流
二

讃
岐
一

、
守
護
所
不
二

在

、
、
、



京
一

間
、
付
二

淡
路
守
護
所
四
郎
左
衛
門
尉
一

（
長
沼
時
宗
）
、
可
レ

令
二

下
国
一

之
由
有
二

其
沙

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
武
藤
氏
が
発
給
し
た
宰
府
守
護
所
下
文
の
よ
う
に
、「
守

、
、
、

汰
一

」
と
あ
っ
て
（
前
掲
『
南
海
流
浪
記
』
、
四
六
八
頁
）
、
道
範
は
下
国
す
る
淡
路
守
護

護
所
下
」
の
形
式
で
始
ま
る
下
文
が
あ
る
が
、
栗
林
文
夫
は
、
「
こ
の
よ
う
な
書
出
し
で

長
沼
時
宗
に
警
固
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
場
合
の
「
守
護
所
」
の
用
例
が
二

始
ま
る
守
護
所
下
文
は
か
な
り
特
異
な
様
式
で
、
（
中
略
）
九
州
地
方
以
外
で
は
他
に
土

個
所
と
も
に
正
員
を
指
す
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
正
員
を
「
守
護
所
」
と
表
現
す
る

佐
国
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
「
鎌
倉
初
期
の
筑
後
国
守

場
合
、
一
概
に
断
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
〔
Ａ
〕
の
本
義
に
基
づ
き
在
国
と
い
う
属
性

護
に
つ
い
て
―
『
上
妻
文
書
』
寛
喜
二
年
守
護
所
下
文
案
の
再
検
討
―
」
『
日
本
歴
史
』

を
伴
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

五
五
五
、
一
九
九
四
年
、
七
五
頁
・
七
七
―
七
八
頁
註
一
六
）
。
栗
林
が
指
摘
し
た
土
佐

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
鎮
西
御
家
人
は
「
筑
前
・
肥
前
両
国
要
害
守
護
」
を
命
ぜ
ら

国
の
史
料
と
い
う
の
は
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
八
月
三
日
付
で
、
吾
橋
山
長
徳
寺
（
長

れ
た
が
（
「
追
加
法
」
四
四
七
条
、
「
野
上
文
書
」
同
年
二
月
朔
日
大
友
頼
泰
施
行
状
）
、

岡
郡
）
若
宮
王
子
殿
の
修
理
田
に
対
し
万
雑
事
を
免
除
し
た
「
守
護
所
下
」
文
で
あ
る
が

同
年
卯
月
二
十
三
日
、
豊
後
守
護
代
と
推
測
さ
れ
る
藤
原
景
泰
は
、
「
肥
前
・
筑
前
両
国

（
『
鎌
倉
遺
文
』
九
巻
六
三
五
八
号
、
古
文
叢
一
）
、
署
判
「
御
代
官
王
光
宗
（
花
押
）
」

、
、
、

要
害
警
固
事
、
并
豊
後
国
中
悪
党
沙
汰
事
」
に
関
し
て
、
「
今
年
三
月
廿
五
日
守
護
所
御

と
あ
っ
て
、
「
王
」
部
右
行
に
「
壬
生
」
と
傍
書
し
て
あ
る
。
本
書
は
写
で
あ
り
、
「
守

、
、
、

書
下
」
を
野
上
太
郎
資
直
充
て
に
施
行
し
て
い
る
（
前
掲
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻

護
所
」
・
「
御
代
官
」
と
も
に
本
来
は
追
記
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
佐
藤
は
当
国
の

鎌
倉
幕
府
法
、
第
三
部
参
考
資
料
一
一
条
、
諸
家
文
書
纂
十
野
上
文
書
。
以
下
、
「
法
制

守
護
に
つ
い
て
、
「
宝
治
元
年
の
争
乱
で
三
浦
氏
が
族
滅
す
る
ま
で
、
同
氏
が
知
行
し
た

参
考
」
と
略
記
し
、
条
数
を
示
す
）
。
こ
の
場
合
の
「
守
護
所
」
は
正
員
大
友
頼
泰
を
指

と
見
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
す
る
が
（
『
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
、
土

し
て
い
る
が
、
頼
泰
は
当
時
大
宰
府
に
滞
在
し
、
豊
後
国
御
家
人
の
訴
訟
審
理
に
当
た
っ

佐
項
・
二
〇
八
頁
）
、
代
官
光
宗
の
「
光
」
字
が
、
泰
村
の
弟
三
浦
光
村
の
偏
諱
を
賜
っ

て
し
ば
し
ば
「
上
府
」
を
命
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
瀬
野
精
一
郎
「
鎮
西
統

た
も
の
と
す
れ
ば
、
正
員
は
光
村
の
可
能
性
が
推
測
さ
れ(

)

、
光
宗
は
そ
の
在
国
守
護
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治
に
お
け
る
武
藤
氏
の
役
割
」
、
注

所
引
『
鎮
西
御
家
人
の
研
究
』
、
一
三
二
―
一
三
三

代
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る(

)

。
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15

頁
）
。
こ
の
「
守
護
所
」
の
用
例
も
正
員
＝
在
国
に
準
じ
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
筑

以
上
の
よ
う
に
「
守
護
所
」
部
分
を
追
記
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
栗
林
が
指
摘
し
た

後
に
つ
い
て
大
友
頼
泰
は
、
文
永
十
一
年
七
月
一
日
付
の
請
文
で
、
自
ら
「
頼
泰
下
国
之

「
特
異
」
性
は
自
ず
か
ら
解
消
す
る
が
、
実
は
氏
が
紹
介
し
て
い
る
大
友
氏
の
発
給
文
書

処
」
と
述
べ
て
い
た
（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
巻
一
一
六
八
二
号
、
田
部
文
書
）
。

四
通
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
三
通
は
と
も
に
「
上
妻
文
書
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る

も
の
で
、
①
承
元
弐
年
（
一
二
〇
八
）
正
月
十
七
日
筑
後
国
「
守
護
所
下
」
文
案
（
『
鎌

〔
Ｂ
・
２
〕
守
護
代
（
又
は
「
代
行
」
）
を
指
す
場
合

倉
遺
文
』
三
巻
一
七
一
二
号
）
、
②
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
五
月
三
日
「
筑
後
国
守
護

〔
Ａ
・
２
〕
で
取
り
上
げ
た
「
讃
岐
守
護
所
長
雄
二
郎
左
衛
門
」（
守
護
代
長
尾
胤
景
カ
。

所
下
」
文
案
（
同
、
四
巻
二
〇
〇
六
号
）
、
及
び
前
掲
論
文
の
副
題
に
掲
げ
ら
れ
た
、
③

、
、
、

『
南
海
流
浪
記
』
）
な
ど
多
く
の
事
例
が
あ
る
が
、
有
力
な
「
東
国
」
御
家
人
が
任
ぜ
ら

寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
三
月
十
九
日
筑
後
国
「
守
護
所
下
」
文
案
（
同
、
六
巻
三
九
七

れ
る
正
員
と
異
な
り
、
一
般
に
、
「
守
護
所
」
が
守
護
代
（
又
は
「
代
行
」
）
を
指
す
場
合
、

一
号
）
三
点
で
あ
る
。

〔
Ａ
〕
の
本
義
に
基
づ
き
、
右
の
長
尾
氏
の
よ
う
に
在
国
し
た
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
に
思

①
は
、
「
豊
後
左
衛
門
尉
」
＝
大
友
能
直(

)

充
て
、
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
八
月
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わ
れ
る
。
正
員
が
幕
府
要
路
に
あ
る
者
の
場
合
、
守
護
代
が
鎌
倉
（
ま
た
は
京
都
）
在
住

二
十
八
日
付
の
関
東
御
教
書
案
（
同
、
三
巻
一
六
九
六
号
）
を
施
行
し
た
も
の
で
、
署
判

で
あ
っ
て
も
、
在
地
の
側
で
は
実
質
的
職
務
担
当
者
と
の
認
識
か
ら
、
意
識
的
に
「
守
護
所
」

「
左
衛
門
尉
藤
原
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
佐
藤
『
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
、
筑
後
項

と
表
現
す
る
場
合
も
見
ら
れ
、
時
と
し
て
又
代
を
「
守
護
所
」
と
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
（
二
一
六
頁
）
、
そ
も
そ
も
御
教
書
の
本
文
と
は
次
の
よ
う
な

こ
の
用
例
は
、
鎌
倉
後
期
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
文
永
の
役
直
後

も
の
で
あ
っ
た
。

か
ら
翌
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
に
か
け
て
、
鎮
西
諸
国
を
中
心
と
す
る
「
西
国
」
に
、

上
妻
次
郎
大
夫
家
宗
所
知
漆
箇
所
、
故
大
将
家
（
源
頼
朝
）
御
下
文
顕
然
也
、
其
内

多
く
の
正
員
（
又
は
「
代
行
」
）
が
下
向
し
た
事
態
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

今
弘
・
地
久
志
部
・
光
友
・
北
田
、
且
如
レ

本
可
レ

令
レ

返
二

家
宗
一

也
、
於
二

此
外
参
箇

か
（
前
掲
・
別
稿
）
。

所
一

、
可
レ

相
二

待
重
仰
一

也
者
、
依
二

鎌
倉
中
将
殿
（
源
実
朝
）
仰
一

、
執
達
如
レ

件

「
守
護
所
」
の
用
例
全
体
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い

全
体
に
釈
然
と
し
な
い
印
象
が
残
る
が
、
特
に
傍
線
部
分
表
記
の
信
憑
性
に
疑
問
を
持
た

点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
写
や
案
文
な
ど
の
形
で
今
日
に
伝
来
す
る
文
書
の
中
に
、
本
来
は

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
①
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
従
っ
て
①
の
評
価
に
も
関
わ
っ
て

追
記
で
あ
っ
た
も
の
が
同
筆
で
記
さ
れ
、
「
守
護
所
」
表
記
に
は
こ
れ
が
多
く
見
ら
れ
る

く
る
が
、
②
の
場
合
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
②
の
書
出
し
部
自
体
が
「
筑
後
国
守
護
所



下
」
と
あ
り
、
署
判
に
も
「
守
護
所
左
衛
門
尉
藤
原
」
と
あ
っ
て
、
前
者
の
「
筑
後
国
」
・

可
下

早
任
二

鎌
倉
中
将
殿
御
教
書
状
一

、
如
レ

本
家
宗
知
中

行
之
上

由
事

後
者
の
「
守
護
所
」
部
分
は
説
明
的
な
追
記
と
し
か
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
栗
林
論
文

右
、
去
建
永
二
年
八
月
廿
八
日
御
教
書
（
後
略
）

の
主
題
は
、
③
の
差
出
人
「
沙
弥
」
に
つ
い
て
、
佐
藤
（
同
右
、
二
一
七
頁
）
や
川
添
昭

②

筑
後
国
守
護
所
下

上
妻
庄
住
人
等

二
（
「
鎌
倉
時
代
の
筑
後
守
護
」
『
月
刊
歴
史
（
中
世
）
』
２
１
～
２
４
、
一
九
七
〇
年
、

可
下

早
任
二

関
東
御
下
文
旨
一

、
以
二

家
宗
一

為
中

彼
村
々
地
頭
職
上

事

二
頁
）
が
不
明
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
能
直
の
子
大
友
親
秀
と
推
定
し
た
こ
と
に
あ

右
、
去
建
暦
二
年
十
二
月
十
三
日
御
下
文
（
中
略
）
、
被
二

仰
下
一

村
々
地
頭
職
事
、

る
が
、
そ
の
根
拠
は
次
の
④
に
基
づ
い
て
い
た
。

任
二

御
下
文
旨
一

、
以
二

家
宗
一

可
レ

為
二

地
頭
職
一

之
状
、
下
知
如
レ

件
、
故
下

④
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
十
二
月
二
十
七
日
豊
後
国
「
守
護
所
下
」
文
写
（
『
鎌
倉

③

守
護
所
下

筑
後
国
上
妻
庄
内
筑
紫
部
・
今
弘
・
北
田

遺
文
』
補
遺
二
巻
補
九
六
一
号
、
松
平
文
庫
文
書
）

已
上
参
ヶ
所
之
間
事

こ
れ
は
、
網
野
善
彦
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
（
「
豊
後
国
六
郷
山
に
関
す
る
新
史
料
」

右
、
今
年
二
月
八
日
関
東
御
下
文
之
状
（
中
略
）
任
二

御
下
文
旨
一

、
可
レ

致
二

沙
汰

『
悪
党
と
海
賊
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
九
九
頁
一
一
号
文
書
。
初
出
一

一

之
状
如
レ

件

九
八
九
年
〔
『
網
野
善
彦
著
作
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
再
録
。
四
七
頁
〕
）
、

④

守
護
所
下

六
郷
山
執
行
円
豪

「
沙
弥
寂
秀
」
＝
大
友
親
秀
が
、
「
任
二

鎌
倉
殿
御
下
知
状
一

」
せ
て
、
豊
後
国
「
両
子
山

可
下

早
任
二

鎌
倉
殿
御
下
知
状
一

、
領
中

掌
致
二

御
祈
禱
忠
一

、
豊
後
国
六
郷
山
執
行

院
主
職
以
下
谷
々
等
」
の
領
掌
を
六
郷
山
執
行
円
豪
に
対
し
安
堵
し
た
施
行
状
で
あ
る
。

領
両
子
山
院
主
職
以
下
谷
々
等
上

事

本
文
に
「
中
間
略
レ

之
」
と
あ
る
よ
う
に
明
ら
か
に
抄
写
さ
れ
た
も
の
で
、
複
数
の
関
連

右
、
安
貞
二
年
十
一
月
廿
五
日
関
東
御
下
知
状
、
（
後
略
）

文
書
の
存
在(

)

を
考
慮
す
る
と
偽
作
の
可
能
性
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
三
月
二
十
六
日
付
で
幕
府
裁
許
を
施
行
し
た
大
友
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当
時
、
幕
府
の
裁
許
を
施
行
し
た
守
護
（
所
）
の
発
給
文
書
は
、
一
般
に
次
の
形
式
で

泰
直
（
後
の
頼
泰
）
発
給
文
書
（
『
鎌
倉
遺
文
』
八
巻
六
〇
〇
六
号
、
大
友
文
書
）
が
、

あ
っ
た
。

事
書
に
始
ま
る
一
般
的
な
守
護
施
行
状
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
時
、
①
―
④
は
や
は

〔
甲
〕
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
十
月
二
十
三
日
周
防
国
「
守
護
所
」
下
文
案
（
『
鎌

り
異
様
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
②
の
書
出
し
部
「
筑
後
国
」
と
署
判
中
の
「
守
護
所
」

倉
遺
文
』
補
遺
二
巻
七
二
四
号
、
東
京
大
学
法
学
部
資
料
室
所
蔵
文
書
）(

)

部
分
を
除
い
て
、
土
佐
の
ケ
ー
ス
と
異
な
り
、
単
純
に
「
守
護
所
」
を
追
記
と
の
み
把
握
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下

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

可
下

早
且
任
二

御
教
書
旨
一

、
且
依
二

国
例
一

、
為
中

地
頭
進
止
上

四
箇
条
事

網
野
は
④
に
関
し
て
、
「
豊
後
国
守
護
大
友
氏
が
発
給
し
た
守
護
所
下
文
は
珍
し
い
事

（
中
略
）

例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
こ
れ
も
大
友
氏
が
鎮
西
奉
行
で
あ
っ
た
と
す
る
推
定
を
支
え

右
、
件
条
々
、
且
任
二

御
教
書
旨
一

、
且
依
二

国
例
一

、
可
レ

致
二

沙
汰
一

之
状
如
レ

件
、

る
事
実
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
の
注
を
付
記
し
て
い
る
（
前
掲
論
文
、
一
一

以
下

二
頁
注
四
〔
著
作
集
第
六
巻
、
六
一
頁
〕
）
。
〔
Ａ
・
１
〕
項
で
「
大
友
文
書
」
の
信
憑
性

と
こ
ろ
が
、
武
藤
氏
が
主
宰
す
る
宰
府
守
護
所
下
文
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
形
式
で
あ

に
関
し
て
そ
の
鎮
西
奉
行
就
任
説
に
も
言
及
し
た
が
、
私
は
、
天
野
遠
景
解
任
後
、
武
藤

っ
た
。

資
頼
が
跡
を
襲
っ
た
と
す
る
佐
藤
進
一
説
や
、
武
藤
氏
ば
か
り
で
な
く
中
原
親
能
・
能
直

〔
乙
〕
建
保
五
年
正
月
二
十
二
日
宰
府
守
護
所
下
文
（
武
藤
資
頼
袖
判
脱
カ
。
『
鎌
倉

以
来
の
大
友
氏
が
と
も
に
就
任
し
た
と
す
る
石
井
進
説
な
ど
を
否
定
し
、
モ
ン
ゴ
ル
襲
来

遺
文
』
四
巻
二
二
八
五
号
、
末
久
文
書
）

に
備
え
た
「
臨
戦
体
制
下
に
お
い
て
」
両
氏
に
よ
る
鎮
西
奉
行
が
成
立
し
た
と
す
る
瀬
野

守
護
所
下

豊
前
国
住
人
田
部
太
子

精
一
郎
説
に
従
っ
て
お
り
（
前
掲
・
別
稿
）
、
網
野
の
理
解
と
は
逆
に
、
武
藤
氏
の
宰
府

可
下

早
任
二

鎌
倉
殿
政
所
御
下
文
旨
一

、
致
中

沙
汰
上

参
箇
条
事

「
守
護
所
下
」
文
〔
乙
〕
に
倣
い
、
中
原
親
能
・
大
友
能
直
以
来
武
藤
氏
と
同
様
の
地
位

（
中
略
）

に
あ
っ
た
と
す
る
主
張
を
目
的
と
し
て
、
ま
ず
大
友
文
書
の
い
く
つ
か
が
偽
作
さ
れ
た
の

件
参
箇
条
事
、
任
二

鎌
□
殿
政
所
御
下
文
之
旨
一

、
可
レ

致
二

沙
汰
一

之
状
如
レ

件

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
豊
後
国
六
郷
山
政
所
で
抄
写
の
際
利
用
さ
れ
た
り
、
あ
る

実
は
、
①
―
④
す
べ
て
〔
乙
〕
形
式
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
改
め
て
列
記
す
る
と
次
の

い
は
筑
後
国
御
家
人
上
妻
氏
が
自
ら
の
意
図
を
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
、
武
藤
氏
同
様
の

よ
う
に
な
る
。

〔
乙
〕
形
式
を
偽
作
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
筑
後
上
妻
文
書
や
豊
後
六
郷
山

①

守
護
所
下

上
妻
庄
内
今
弘
・
地
久
志
部
・
光
友
・
北
田
肆
箇
所

関
係
文
書
に
対
し
て
、
か
か
る
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
少
な



く
と
も
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
に
記
さ
れ
た
書
出
し
部
や
署
判
の
「
守
護
所
」
部
分
に
は
十

弘
安
の
役
後
、
武
藤
経
資
か
ら
北
条
時
定
（
為
時
）
へ
と
交
替
し
た
問
題
は
、
前
掲

分
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い

・
別
稿
で
触
れ
る
。

（

）
延
慶
二
年
二
月
の
鎮
西
御
教
書
が
「
博
多
御
教
書
」
と
称
さ
れ
て
お
り
（
『
鎌
倉

7

注

遺
文
』
補
遺
四
巻
補
一
八
八
〇
号
、
島
原
松
平
文
庫
文
書
。
拙
稿
、
本
文
・
前
掲
「
鎌

（

）
重
時
は
、
既
に
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
四
月
駿
河
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、

倉
幕
府
『
異
国
降
伏
』
祈
祷
と
一
宮
」
、
二
七
六
―
二
七
七
頁
）
、
ま
た
元
弘
の
乱

1
六
波
羅
探
題
と
し
て
上
洛
す
る
の
は
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
三
月
の
こ
と
で
あ
る

（
「
京
都
騒
乱
」
）
勃
発
に
当
た
っ
て
、
大
隅
国
御
家
人
祢
寝
清
種
の
子
息
は
、
「
馳

か
ら
（
『
鎌
倉
年
代
記
』
〔
増
補
続
史
料
大
成
〕
。
『
関
東
評
定
衆
伝
』
一
、
康
元
元
年

二

参
博
多
一

、
罷
二

入
御
著
到
一

、
于
レ

今
在
津
候
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
（
『
鎌
倉
遺
文
』

、
、

、
、

条
『
群
書
類
従
』
四
九
・
補
任
部
、
第
四
輯
）
、
当
時
な
お
鎌
倉
に
在
住
し
て
い
た

四
〇
巻
三
一
五
三
〇
号
、
池
端
文
書
）
、
多
く
の
根
拠
が
知
ら
れ
る
。

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（

）
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
以
降
、
異
国
警
固
番
役
を
負
担
す
る
西
国
居
住
の
御
家

8

（

）
中
原
能
兼
申
状
・
ほ
う
れ
ん
書
状
が
と
も
に
建
長
元
年
頃
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

人
が
、
京
都
大
番
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
拙
稿
、
本
文
・
前
掲
「
鎌
倉
幕

2
石
井
進
「
日
蓮
自
筆
聖
教
類
紙
背
文
書
と
『
鎌
倉
遺
文
』
」
（
『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
二
、

府
京
都
大
番
役
」
（
下
、
一
〇
四
頁
〕
）
で
触
れ
た
。

一
九
九
八
年
、
四
・
五
頁
〔
『
石
井
進
著
作
集
』
第
七
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、

（

）
建
治
二
年
三
月
頃
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
「
広
瀬
家
文
書
」
軍
勢
注
進
状
に
「
筑

9

再
録
。
二
三
八
・
二
三
九
頁
〕
）
に
よ
る
。
伊
賀
国
「
御
館
大
番
」
・
「
御
う
ち
の
御

前
国
怡
土
庄
中
村
弥
二
郎
源
続
」
（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
巻
一
一
八
三
二
号
）
、
同
、

と
の
ゐ
」
に
つ
い
て
は
、
同
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
―
国
衙
を
中
心
と

正
応
六
年
五
月
二
十
九
日
付
著
到
状
に
「
筑
前
国
御
家
人
中
村
弥
次
郎
源
続
」（
同
、

す
る
軍
事
力
組
織
に
つ
い
て
―
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
八
‐
一
二
、
一
九
六
九
年
、
一

二
三
巻
一
八
二
一
二
号
）
と
見
え
る
。

三
頁
）
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
「
平
安
期
に
お
け
る
国
司
の
館
へ
の
結
番
・
宿
直
の

（

）
筑
前
国
御
家
人
の
異
国
警
固
番
役
・
石
築
地
造
営
役
の
担
当
地
区
は
博
多
で
あ
っ

10

制
度
を
守
護
が
継
承
・
利
用
し
た
」
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
部
分
は
『
鎌
倉

た
（
相
田
二
郎
『
蒙
古
襲
来
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
、
一
六
一
頁
、

武
士
の
実
像
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）
に
再
録
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
削
除
さ

等
）
。

れ
た
。
そ
の
事
情
は
、
『
著
作
集
』
第
五
巻
、
五
一
―
五
二
頁
補
注
六
、
及
び
五
三

（

）
こ
の
一
四
〇
名
と
い
う
数
に
つ
い
て
、
瀬
野
精
一
郎
は
、
若
狭
な
ど
の
初
期
の
御

11

―
五
四
頁
補
注
一
八
に
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
引
用
部
分
に
「
疑
点
」
が
あ

家
人
交
名
が
残
さ
れ
て
い
る
「
西
国
一
ヵ
国
御
家
人
数
が
大
体
三
十
名
前
後
で
あ
る

る
に
し
て
も
、
「
御
館
大
番
」
・
「
御
う
ち
の
御
と
の
ゐ
」
の
事
実
自
体
を
否
定
す
る

の
と
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
国
御
家
人
の
検
出
を

こ
と
は
で
き
な
い
。

試
み
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
肥
前
国
御
家
人
と
判
定
し
た
家
数
は
七
十
四
家
」

（

）
弘
安
二
年
十
月
十
五
日
得
宗
家
公
文
所
覆
勘
状
に
、
「
播
磨
国
御
家
人
広
峯
兵
衛

に
達
し
、
「
可
能
性
の
大
き
い
家
五
十
九
家
を
加
え
」
て
百
三
十
三
家
と
し
て
い
る

3
大
夫
家
長
（
中
略
）
子
息
長
祐
」
と
見
え
（
『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
巻
一
三
七
三
八
号
、

（
「
肥
前
国
に
お
け
る
鎌
倉
御
家
人
」
『
鎮
西
御
家
人
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一

広
峯
神
社
文
書
）
、
正
応
三
年
卯
月
十
日
著
到
状
の
署
判
者
は
「
播
磨
国
御
家
人
広

九
七
五
年
、
一
六
七
・
二
〇
九
頁
。
初
出
一
九
五
八
年
）
。

峯
治
部
法
橋
長
祐
」
で
あ
っ
た
（
同
、
二
二
巻
一
七
三
一
一
号
、
広
嶺
胤
忠
氏
所
蔵

（

）
石
井
進
は
こ
の
点
に
触
れ
、
「
大
宰
府
守
護
所
大
番
役
も
上
か
ら
の
機
構
を
利
用

12

文
書
）
。

し
て
御
家
人
組
織
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
一
手
段
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
と
し
て

（

）
「
宰
府
守
護
所
」
の
存
在
を
物
語
る

も
確
実
な
初
見
史
料
は
、
豊
前
国
「
永
弘

い
る
（
「
鎌
倉
幕
府
論
」
、
前
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
中
世
１
、
一
九
六
二
年
、

4
文
書
」
所
収
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
十
二
月
二
十
一
日
大
宰
府
政
所
帖
案
（
『
鎌

一
二
三
―
一
二
四
頁
〔
『
石
井
進
著
作
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、

倉
遺
文
』
二
巻
一
一
七
六
号
）
で
あ
る
。

再
録
。
八
一
頁
〕
）
。

（

）
石
井
、
注

所
引
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
」
、
一
四
頁
に
指
摘
が
あ

（

）
「
守
護
所
」
番
役
（
警
固
役
）
の
問
題
で
は
な
い
が
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

5

2

13

る
。

当
時
、
大
隅
国
（
守
護
＝
名
越
時
章
）
で
は
、
「
守
護
所
御
院(

椀)

飯
」
や
「
同
借

（

）
豊
前
に
つ
い
て
は
、
村
井
章
介
に
よ
る
と
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
末
に
武
藤

屋
造
」
な
ど
の
用
途
が
国
の
御
家
人
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
『
鎌

6
資
能
か
ら
金
沢
実
時
（
「
代
行
」
実
政
）
へ
と
交
替
し
た
（
「
蒙
古
襲
来
と
鎮
西
探
題

倉
遺
文
』
一
一
巻
八
二
八
二
号
、
「
祢
寝
文
書
」
正
嘉
二
年
九
月
二
十
一
日
建
部
親

の
成
立
」
『
史
学
雑
誌
』
八
七
‐
四
、
一
九
七
八
年
、
七
―
八
頁
）
。
肥
前
守
護
が
、

綱
和
与
状
）
。



（

）
光
村
が
当
時
、
讃
岐
守
護
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
三
月
十
八

網
野
、
九
九
頁
一
〇
号
〔
四
六
―
四
七
頁
〕
）
。
安
貞
三
年
五
月
二
十
七
日
「
沙
弥

14
日
条
に
「
守
護
人
三
浦
能
登
前
司
光
村
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。

寂
秀
」
請
文
写
（
『
鎌
倉
遺
文
』
補
九
七
三
号
。
網
野
、
一
〇
〇
頁
一
四
号
〔
四
八

（

）
同
年
の
長
徳
寺
関
係
文
書
に
、
「
守
護
所
兼
地
頭
代
平
」
の
署
判
の
あ
る
修
理
田

頁
〕
。
日
付
「
二
月
廿
七
日
」
と
あ
る
）
。

、
、
、

15
寄
進
状
が
あ
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
九
巻
六
四
一
一
号
）
。
「
守
護
所
」
平
は
守
護
代
と

（

）
「
建
保
五
年
」
（
付
年
号
）
十
月
二
十
三
日
「
散
位
（
藤
原
）
親
実
」
書
下
案
に
、

18

思
わ
れ
る
が
、
光
宗
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

「
被
二

仰
下
一

周
防
国
与
田
地
頭
武
者
所
朝
兼
所
レ

賜
四
箇
条
御
教
書
、
謹
拝
見
仕
候

（

）
『
鎌
倉
遺
文
』
三
巻
一
八
二
一
号
、
「
詫
磨
文
書
」
承
元
三
年
十
二
月
十
一
日
将

了
、
（
中
略
）
早
任
二

国
例
一

、
可
二

沙
汰
付
一

候
」
と
あ
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
補
遺
二

16
軍
家
政
所
下
文
案
に
「
左
衛
門
尉
藤
原
能
直
」
と
あ
り
、
『
明
月
記
』
建
暦
三
年
（

巻
七
二
五
号
、
東
京
大
学
法
学
部
資
料
室
所
蔵
文
書
）
。
差
出
人
親
実
の
立
場
が
守

建
保
元
）
四
月
二
十
六
日
条
に
「
豊
後
左
衛
門
尉
能
直
」
と
見
え
て
い
る
。

護
で
あ
る
か
国
守
で
あ
る
か
（
『
吾
妻
鏡
』
貞
応
二
年
正
月
六
日
・
五
月
四
日
条
）
、

（

）
安
貞
二
年
八
月
十
六
日
関
東
御
教
書
写
（
『
鎌
倉
遺
文
』
補
遺
二
巻
補
九
四
六
号
。

判
然
と
し
な
い
が
、
「
依
二

国
例
一

、
可
レ

致
二

沙
汰
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
応
国

17
網
野
、
本
文
・
前
掲
論
文
、
一
〇
〇
頁
一
三
号
文
書
〔
著
作
集
第
六
巻
、
四
七
―
四

守
と
し
て
の
発
給
文
書
と
考
え
て
お
く
。

八
頁
〕
）
。
同
年
十
一
月
二
十
五
日
関
東
下
知
状
写
（
『
鎌
倉
遺
文
』
補
九
五
八
号
。

（
未
完
）


